
2 3 2 1 7 3 2 3 2 1 7 3 2 3 2 1 7 3

億 千 百 十 万 千 百 十 円 億 千 百 十 万 千 百 十 円 億 千 百 十 万 千 百 十 円

上記のとおり納入します。

上記のとおり領収しました。

(金融機関保管) (市保管)

  ※本納入書の取り扱いが可能な金融機関は下記のとおりです。
 （1）三菱UFJ銀行、あいち銀行、岐阜信用金庫、愛知北農業協同組合、東春信用金庫、名古屋銀行、大垣共立銀行、みずほ銀行、いちい信用金庫、十六銀行、東濃信用金庫の各店・支店
 （2）郵便局、ゆうちょ銀行（愛知・岐阜・静岡・三重の4県以外の郵便局、ゆうちょ銀行を利用する場合は、「市民税・県民税特別徴収のしおり」内の「指定通知書」が必要です）

市区町村コード

00860-6-960375番 愛 知 県 江 南 市

令和    年    月分

指  定  番  号

上記のとおり通知します。円 付
印

領
収
日

取
り
ま
と
め

金
融
機
関

名古屋貯金事務センター

（〒469-8794）

江南市指定金融機関

三菱UFJ銀行

 (取りまとめ店）

受付店　→　三菱UFJ銀行
江南支店　→　江南市

市区町村コード

令和    年    月分

領
収
日
付
印

合  計  額

納   期   限

個人　市民税
個人　県民税
森林環境税

　　納　入　書

納
　
入
　
金
　
額

退職所得分

延  滞  金

個人　市民税
個人　県民税
森林環境税

納入済通知書

（特別徴収義務者）

市区町村コード

指  定  番  号

口座番号 加  入  者  名

00860-6-960375番 愛 知 県 江 南 市

令和    年    月分

愛　知　県

江　南　市

口座番号 加  入  者  名

指  定  番  号

給  与  分
（一括所得分を含む）

愛　知　県

江　南　市

  ※「納期の特例」（年2回で納入）をご利用されている場合は、6月から11月まで徴収した税額は11月分の納入書で、12月から翌年5月までに徴収した税額は5月分の納入書で納入してください。

※印はゆうちょ銀行又は郵便局において

    使用する欄です。

切
り
取
り
線
で
切
り
取

っ
て

、
金
融
機
関
の
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

。

※
 日 計

納   期   限

退職所得分

延  滞  金

合  計  額

様

(納入者保管)

愛　知　県

江　南　市

給  与  分
（一括所得分を含む）

令和  年  月  日

退職所得分

延  滞  金

加  入  者  名

令和  年  月  日

個人　市民税
個人　県民税
森林環境税

口座番号

合  計  額

納   期   限

領　収　証　書

納
　
入
　
金
　
額

領
収
日
付
印

愛 知 県 江 南 市

入力項目に不備があ
るため印刷できませ
ん。

入力項目に不備があ
るため印刷できませ
ん。

入力項目に不備があ
るため印刷できませ
ん。

令和  年  月  日

納

給  与  分
（一括所得分を含む）

00860-6-960375番

納
　
入
　
金
　
額

（特別徴収義務者） （特別徴収義務者）

口

切り取り線



十 億 千 百 万 千 百 十 円

※

 

特
別
徴
収
義
務
者 法人番号

  ※本納入書の取り扱いが可能な金融機関は下記のとおりです。
 （1）三菱UFJ銀行、あいち銀行、岐阜信用金庫、愛知北農業協同組合、東春信用金庫、名古屋銀行、大垣共立銀行、みずほ銀行、いちい信用金庫、十六銀行、東濃信用金庫の各店・支店
 （2）郵便局、ゆうちょ銀行（愛知・岐阜・静岡・三重の4県以外の郵便局、ゆうちょ銀行を利用する場合は、「市民税・県民税特別徴収のしおり」内の「指定通知書」が必要です）

十

月 日提出

人

市民税・県民税　納入申告書

令和 年

江南市長

令和    年    月分 人員

退職手当等
支 払 金 額

（受付印）

特
別
徴
収
税
額

市民税

県民税

個人事業主で、この申告書を金融機関に提出する場合は、個
人番号を記載しないでください。
（詳細は「市民税・県民税・森林環境税特別徴収のしおり」をご
覧ください。)

地方税法第50条の5及び第328条の5第2項の規定により上記
のとおり分離課税に係る所得割の納入について申告します。

住所（居所）又は所在地

氏名又は名称


